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D1地方戦シリーズ規則  

D1地方戦シリーズ基本規則【修正 0419】 
2017年 1月 1日改定 

 
 

本規則は、D1日本国内代表機関である D1 JAPAN ORGANIZATION(略称：D1JO)が認定して行われる地方シリーズ戦の各

地区シリーズ規則において、D1競技会シリーズとしての基本規則を定めるものであり、各地方戦シリーズ規則には本規則内容が含

まれなければならない。 

 

1.  基本条項 

1) 実際に開催される地方戦シリーズは、各シリーズ主催者が定める地方戦シリーズ規則に従って開催される。 

2) D1競技会は D1規則および D1 JAPAN 規則の定めに従い、以下の定めおよび地方戦シリーズ規則の制定内容がこれら

の規則と矛盾するものであってはならない。 

 

2.  D1地方戦シリーズ参加ドライバー資格 

D1 JAPAN 規則の定める D1-A ライセンス、D1-B ライセンス、D1-E ライセンスのいずれかと普通自動車運転免許以上

（免許取得年齢に達していない者は除く）を保有する者。いずれも大会当日有効なものでなければならない。 

＊D1-E ライセンスはライセンス講習会受講で受講当日発給を受ける事ができる。 

 

3.  参加申込み 

1) 申込先 

各地方戦シリーズ規則を制定するシリーズ主催者宛とする。 

2) 参加申し込み期間等 

各地方戦シリーズ規則に定められ、締切り日は原則大会開催日の 5日前とする。 

3) 参加費用 

10,000円～15,000円（税込）の範囲で各シリーズ戦毎に定められる。 

 

4.  参加車両(緩和項目) 

1) D1 JAPAN 規則の付則-1「国内 D1-J 車両規定」に従うことが原則とされる。但し、以下の項目は緩和される。 

① ボンネットピン 

ボンネットピンの装着が無くても良い。ただし、燃料系統配管が自動車メーカー仕様から変更されている車両はその部

分のフードが外側から開けられるボンネットピン構造が必要。 

② ロールケージ 

4点式以上のロールバーおよびサイドバーの装着を推奨する。 

③ 牽引フック 

D1-J 車両規定の牽引フックの装着を推奨する。これが無い場合でもけん引できる構造でなければならない。 

④ カットオフスイッチ（主電源ブレーカー） 

外部から電源を切断できるカットオフスイッチの装備が推奨される。 

⑤ 排気系 

国内 D1-J 車両規定のⅡ.2.13)排気系②③は推奨項目とする。 

 

2) 大会車両検査時には、車両整備が参加者の責任において競技に十分な状態に整備されている事をしめすチェックリスト
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(テクニカルパスポート)を提示しなければならない。このチェックリストは主催者から提供される。 

 

5.  ドライバー装備品 

1) 着衣等 

長袖、長ズボン、運動靴、レーシンググローブが装備されなければならない。材質は難燃性・不燃性が望ましく、これ以外

の化学繊維性着衣は避けること。 

2) ヘルメット 

フルフェース型のヘルメットを推奨する。耳部分を覆わないタイプのヘルメットは許されない。 

 

6.  競技コース 

1) コース、トラック 

競技車両が突入する恐れのある場所はコースであり、特別に許された競技員以外が立ち入れない旨が周知されなけれ

ばならない。コースのガードフェンスから外側に 3ｍはコースと定義される。トラックは競技で走行が指定されるコース内の部

分であり、両者を明確に区別し安全確保すること。 

2) 最高速制限 

D1 地方戦では競技車の速度が 100km/h を超えないよう、また、コーナー速度は 60 ㎞/h 以下となるようにトラック形状

が設定されなければならない。もしくはこれに変わる安全設定を確保しなければならない。 

 

7.  競技方法 

各地方シリーズ規則によって定められるが、地方戦シリーズの基本形として以下の競技方式により順位を決定する。 

1) 練習走行 

原則 15分間を 2回練習セッションとして設ける。 

2) 予選 

D1規則に定める単走方式またはルーレット方式により決勝進者を選出する。 

ルーレット方式ではグループ分けを行わず、コースコンディション変化時の対応は行わない。 

3) 単走決勝 

単走方式により上位者順に追走トーナメント進出者を決定する。 

4) 追走競技 

ウォームアップ・先行・後追い各 1 本で勝敗を決定。勝敗が付かない場合は再対戦を行う。順位の認定は D1 規則 38

項に従って決定する。 

 

8.  競技審判 

各大会は D1審判員ライセンス保有者 2名以上とする。有効なライセンス保有者以外とする場合は D1 JAPAN 

ORGANIZATION の事前の承認を必要とする。 

 

9.  シリーズポイント付与とシード権  

1) 各大会順位に基づき下表のシリーズポイントが与えられる。 

順 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ポイント 25 21 18 16 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

2) シード権 
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毎戦後の累積シリーズポイントランキング上位 5 名は、次戦のシード権が獲得できる(次戦ゼッケンの 1～5 番が割り当て

られる)。 

 

10. 章典等 

各地方戦シリーズ規則により章典が定められる。 

 


